
母子保健のしおり
～乳幼児健康診査～

健康診査は、お子さんの発育や発達を確認するとともに
年齢に応じた育児の方法を知る大切な機会です。
日頃から気になっていることなどを相談してみましょう。

忘れずに受けましょう！



集団健診

お住まいの小学校区を担当する福祉健康センターから、
案内通知が届きます。担当の福祉健康センターで受けましょう。

案内通知に同封の
問診票を記入し、
持ち物を確認して
お越しください。

通知時期集団健診

２～３か月頃に通知３か月児健康診査

１歳５～６か月頃に通知１歳６か月児健康診査

３歳５か月頃に通知３歳児健康診査

内容：身体計測、小児科医の診察、栄養・育児相談、歯科健診など
（歯科健診は、３か月児健康診査にはありません。）



個別健診

案内通知は届きません。受診時期になったら、母子保健のしおりにある乳幼児
一般健康診査受診票を使用して、石川県内の医療機関で受けましょう。

太枠内に氏名や生年月日等を
記入して、母子健康手帳と
一緒に医療機関に提示し、
受診しましょう。

内容：身体計測、診察、尿検査など

受診時期個別健診

１か月頃１か月児健康診査

６か月～８か月頃６か月児健康診査

１歳の誕生日～１歳２か月頃１歳児健康診査

２歳４か月～２歳９か月頃２歳児健康診査



乳幼児精密健康診査

〇個別健診の結果、精密健康診査が必要な場合、
申請により２回まで、検査を無料で受けること
ができます。

《乳幼児精密健康診査受診票の申請方法》
①金沢市電子申請サービスで申請
受診票はご自宅に郵送で届きます。
（１週間程度かかります）

②窓口での申請
即日交付します。



受診票使用時の注意点

〇乳幼児一般健康診査受診票・乳幼児精密健康診査受診票は、
石川県内の医療機関で使用できます。

〇金沢市から転出した方は、これらの受診票は使用できません。
受診前に転出先の自治体が発行している受診票の交付を受けて
ください。

〇里帰り出産などのために、石川県外の医療機関で１か月児健康診査を
受診した方は、申請により費用の一部が助成されます。
金沢市健康政策課または福祉健康センターで申請してください。

申請に必要なものは母子保健のしおりをご確認ください。
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